
 
令和 ３年  ５ 月 １１日 

国土交通省 中部地方整備局 

建     政     部 

 

お 知 ら せ 

 

１．件  名 ： 公園の屋外施設の一部利用休止に関するお知らせ 

（国営木曽三川公園） 

 

２．内  容 ： 

 

 

 

３．添付資料 ： あり 

 

４．その他  ： 再開時期に関しては、国営木曽三川公園ＨＰ『公園からのお知らせ』を参

照ください。 

        https://www.kisosansenkoen.jp/ 

 

５．配布先  ： 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ 

 

６．問合せ先 ： 〒460-8514 名古屋市中区三の丸２－５－１ 

国土交通省 中部地方整備局 建政部 

都市整備課長補佐 川嶋 、公園係長 伊佐地 

ＴＥＬ ０５２－９５３－８５７３（都市整備課直通） 

    

  

国営木曽三川公園は、愛知県に緊急事態宣言の発令が決定されたことを踏まえ、県営都市公

園（大高緑地、木曽川祖父江緑地）のバーベキューの利用休止に合わせて、５月１２日（水）

から当面の間、東海広場（愛知県愛西市）及びサリオパーク祖父江ワイルドネイチャープラザ

（愛知県稲沢市）において、バーベキューの利用を休止するためお知らせします。 

 

 【内容】○今回新たにバーベキューの利用を休止する公園： 

（東海広場、サリオパーク祖父江ワイルドネイチャープラザ ） 

 ※愛知県の行う公園のバーベキュー場の利用休止に合わせて国営公園も利用休止 

 

 【期間】令和３年５月１２日（水）から当面の間 

 

再開時期に関しては、今後の状況を踏まえ、国営木曽三川公園 HP にてお知らせします。 



 国営木曽三川公園で当面の間 屋外施設の一部利用を休止する公園  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

バーベキューの利用を休止 

５月１２日（水）～当面の間 
 

 

 

：屋外施設の一部利用を休止する公園 

 

 

 

 

 

 

 

サリオパーク祖父江 

ワイルドネイチャープラザ 

 

 

東海広場 東エリア 

桜堤サブセンター 

バーベキューの利用を休止 

４月１０日（土）～当面の間 

 

東海広場 西エリア 

バーベキューの利用を休止 

５月１２日（水）～当面の間 

 

バーベキューの利用を休止 

５月１２日（水）～当面の間 
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